
●面談や提出資料の分析を通して経営上の問題点や、具体
的な課題を抽出します。
●課題の解決に向けて、適切なアドバイスを行います。
●必要に応じて関係支援機関や支援施策を紹介します。

専門家チームが、具体的な再生計画の策定を支援します。

必要に応じて関係金融機関との調整を行います。

計画策定後も定期的なフォローアップ、必要なアドバイスな
どを行います。

相談前に準備していただくもの

再生計画の策定支援

関係機関との調整

フォローアップ

再生計画の策定を支援します！

「再生計画」 策定支援

まずは、経営上の問題点・課題を抽出！

再生支援の流れ図2

条件変更と不良債権の関係（金融庁資料より）図1

 01
第1次段階 窓口相談

STEP

 02
第2次段階

STEP

●財務状況がわかる資料（直近3期分の決算書など）
●会社概要がわかる資料
●その他、ご相談内容に応じて、準備していただく資料などが必要
　になる場合があります。
　詳しくは、中小企業再生支援協議会にお問い合わせください。

さらに「再生計画」を作成して
金融機関と調整する必要があると
「再生支援協議会」が判断した場合

※金融機関では、コンサルティング機能をより一層発揮して中小企業支
援を行っており、その場合にも金融機関から県再生支援協議会を紹介
されることもあります。お気軽に県再生支援協議会にご相談ください。

※ 「基準金利」：当該債務者と同等の信用度合いを有している債務者に対して、通常適用される貸出金利

貸出条件の変更を実施
（貸出条件緩和債権）

原則として

不良債権
債務者区分
「要管理先」
以下

不良債権

取れていない

不良債権
とならず

不良債権
とならず

基準金利

取れている or

ない

経営改善計画

ある or

不
良
債
権
に
該
当（
開
示
）

「債務者区分」の一覧（参考）

5. 破綻先

4. 実質破綻先

3. 破綻懸念先

その他

2. 要注意先

1. 正常先

財務内容に問題がある等、注意を要する

経営破綻に陥る可能性が大

実質的に経営破綻

法的・形式的に経営破綻

「要注意先」のうち、「要管理先」以外

・ 金利の減免や返済猶予等を実施
　（貸出条件緩和債権）
・ ３ヵ月以上延滞

財務内容に特段の問題なし

60％程度

100％

100％

3％程度

15～20％
程度

0.2％程度

区分名  概 　要  引当率

要管理先

その他
要注意先

原則として

不良債権

「貸出条件緩和債権」の要件の弾力化〔恒久措置〕
～「経営改善計画」の策定時期等～

計画の
策定時期

原　則 中小企業向け融資

経営再建の
達成時期

貸出条件の「変更時まで」
に策定する必要

貸出条件の変更時より「最長１年以内」
に策定すれば可（平成21年12月）。

「５年以内（最長10年以内）」に達成
されれば可（平成20 年11月）。「３年以内」に達成する必要
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こ
れ
ま
で
の
カ
レ
ー
ラ
ン
チ

に
加
え
て
、
煮
込
み
ハ
ン
バ
ー
グ

ラ
ン
チ
、
牛
ハ
ヤ
シ
ラ
イ
ス
ラ
ン

チ
の
二
種
類
を
追
加
し
、
計
三

種
類
の
ラ
ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
で
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。

●
2
階
プ
チ
プ
レ
リ

　

    

ラ
ン
チ
価
格
を
値
下
げ
し

ま
し
た
。
サ
ラ
ダ
バ
ー
、
選
べ

る
メ
イ
ン
、
デ
ザ
ー
ト
、
ス
ー

プ
付
き
で
１
、
０
０
０
円
。

お
得
感
た
っ
ぷ
り
の
内
容
で

す
。

　

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
、
正
式
に
は
「
中
小

企
業
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の

臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
円
滑
化
法
」）

は
平
成
21
年
に
、
平
成
23
年
３
月
末
ま
で
の
時
限

立
法
と
し
て
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
一
度
延

長
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成
23
年
12
月
に
金
融
担
当

大
臣
よ
り
、
平
成
25
年
3
月
末
ま
で
の
「
最
終
延

長
」、「
出
口
戦
略
」
の
構
築
、「
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
」
の
必
要
性
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
終
期
限
後
に
中
小
企
業
の
経
営
悪
化
が
懸
念

さ
れ
ま
す
が
、今
年
４
月
20
日
、内
閣
府・金
融
庁・

中
小
企
業
庁
か
ら
「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

の
最
終
延
長
を
踏
ま
え
た
中
小
企
業
の
経
営
支
援

の
た
め
の
政
策
パッ
ケ
ー
ジ
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
概
要
は
「
①
金
融
機
関
に
よ
る
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
機
能
の
一
層
の
発
揮
」「
②
企
業
再
生

支
援
機
構
お
よ
び
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会

の
機
能
お
よ
び
連
携
強
化
」「
③
そ
の
他
経
営
改

善
・
事
業
再
生
支
援
の
環
境
整
備
」
の
三
つ
の
柱

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
柱
で
あ
る
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議

会
の
機
能
強
化
に
お
い
て
は
、
全
国
で
約
３
千
社
、

栃
木
県
に
お
い
て
は
１
０
８
社
の
再
生
計
画
策
定

支
援
完
了
が
、
最
終
期
限
ま
で
の
目
標
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
に
つい
て
は
、
本
県
で
は
10
月
18
日
に
「
と

ち
ぎ
中
小
企
業
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
発
足
。

県
信
用
保
証
協
会
・
足
利
銀
行
・
栃
木
銀
行
・
県

再
生
支
援
協
議
会
の
４
機
関
を
幹
事
機
関
と
し
て
、

金
融
機
関
や
経
営
支
援
機
関
な
ど
27
機
関
が
参
加

し
ま
し
た
。
今
後
、
幅
広
い
厚
み
の
あ
る
支
援
体

制
が
構
築
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

　

現
在
の
日
本
や
本
県
に
お
け
る
円
滑
化
法
の
役

割
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
４
月
26
日
付
の
金
融
担

当
大
臣
談
話
に
よ
る
と
「
日
本
に
は
約
４
２
０
万

社
の
中
小
企
業
が
あ
り
、
日
本
人
の
４
人
に
１
人

は
中
小
企
業
で
職
を
得
て
い
る
。
円
滑
化
法
に
約

２
５
０
万
件
の
申
し
込
み
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
条
件

変
更
を
行
っ
た
も
の
は
約
２
３
０
万
件
に
及
ぶ
。
複

数
の
金
融
機
関
取
引
、
再
リ
ス
ケ
の
ケ
ー
ス
も
踏
ま

え
る
と
約
30
〜
40
万
社
が
円
滑
化
法
に
よ
り
、
条

件
変
更
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
に
中
小
企
業
の

約
10
社
に
１
社
が
円
滑
化
法
を
活
用
し
て
い
る
状

況
」
と
の
こ
と
で
す
。

　

２
０
１
２
年
版
中
小
企
業
白
書
に
よ
る
と
本
県
の

中
小
企
業
は
約
７
万
社
で
す
か
ら
、
10
社
に
１
社

と
す
る
と
約
７
千
社
が
円
滑
化
法
を
活
用
し
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況
を
考
慮
す

る
と
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
の
割
合
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
目
指
し
て
い

る
本
県
に
お
い
て
円
滑
化
法
の
期
限
切
れ
を
迎

え
る
こ
と
は
、
中
小
企
業
の
経
営
環
境
の
悪
化

や
倒
産
の
増
加
な
ど
を
招
き
、
今
後
の
県
内
経

済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
金
融
機
関
の
対
応
如
何
で
は
、

経
営
が
行
き
詰
ま
る
と
の
不
安
を
感
じ
て
い
る

中
小
企
業
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
10
月
17
日
に
栃

木
県
議
会
が
「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
失

効
に
伴
う
万
全
の
対
応
を
求
め
る
意
見
書
」
を

国
に
提
出
。
11
月
６
日
に
は
栃
木
県
が
県
内
金

融
機
関
宛
て
に
、
中
小
・
零
細
企
業
に
対
す
る

支
援
の
要
請
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

ま
た
金
融
担
当
大
臣
も
「
期
限
が
切
れ
て
、

そ
の
時
に
、
中
小
企
業
の
倒
産
件
数
が
増
え
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」「
金
融
検

査
・
監
督
の
対
応
に
つい
て
経
営
改
善
計
画
が
1

年
以
内
に
策
定
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
や

５
年
以
内
（
最
長
10
年
以
内
）
に
経
営
再
建
が

達
成
さ
れ
る
経
営
改
善
計
画
が
あ
る
場
合
は
不

良
債
権
に
該
当
し
な
い
。
こ
れ
は
恒
久
措
置
で

あ
り
円
滑
化
法
期
限
到
来
後
も
何
ら
変
わ
ら
な

い
」
な
ど
相
次
い
で
談
話
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
円
滑
化
法

の
期
限
切
れ
後
に
不
良
債
権
と
認
定
さ
れ
な
い
こ

と
で
す
。
不
良
債
権
と
認
定
さ
れ
る
と
①
新
規

融
資
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
②
金
利
が
上
が
る

③
担
保
・
保
証
等
を
要
求
さ
れ
る
、
な
ど
が
起
こ
り

ま
す
。
ま
た
不
良
債
権
に
は
「
元
本
ま
た
は
利
息

の
支
払
い
が
３
カ
月
以
上
滞
っ
て
い
る
貸
出
金
」「
当

初
の
条
件
ど
お
り
に
返
済
で
き
ず
、金
利
の
減
免（
引

下
げ
）
や
元
本
の
返
済
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
貸
出
金

（
貸
出
条
件
緩
和
債
権
）」
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

条
件
変
更
か
ら
1
年
以
内
に
経
営
改
善
計
画

を
策
定
す
れ
ば
、
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
は
該

当
せ
ず
、
期
限
後
に
金
融
機
関
か
ら
従
来
の
元

本
返
済
や
金
利
の
引
上
げ
を
求
め
ら
れ
な
く
て

済
み
ま
す
（
図
１
）。
詳
し
く
は
メ
イ
ン
銀
行
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

私
ど
も
県
再
生
支
援
協
議
会
は
再
生
計
画
策
定

完
了
企
業
数
に
お
い
て
２
２
８
社（
10
月
30
日
現
在
）

で
あ
り
、
全
国
の
再
生
支
援
協
議
会
の
中
で
１
位

の
実
績
で
す
。
ま
た
政
策
パッ
ケ
ー
ジ
公
表
後
、
県

内
金
融
機
関
・
関
係
機
関
を
対
象
に
45
回
の
セ
ミ

ナ
ー
・
勉
強
会
・
情
報
交
換
会
を
開
催
し
、

出
口
戦
略
や
再
生
新
ス
キ
ー
ム
に
関
し
て

約
１
４
０
０
人
の
関
係
者
と
対
話
を
実
施

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
金
融
機
関
か
ら
事

前
相
談
が
急
増
し
て
お
り
、
平
成
24
年
度

は
過
去
最
多
の
再
生
計
画
策
定
支
援
件
数

を
達
成
す
る
見
込
み
で
す
。

　

私
ど
も
は
事
業
再
生
計
画
の
策
定
支
援

に
加
え
、
経
営
課
題
を
抱
え
る
事
業
者
か

ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
積
極
的
に
応
じ

て
お
り
、
最
適
な
解
決
策
の
提
案
や
専
門

家
の
紹
介
等
を
行
う
相
談
機
能
の
充
実
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
（
図
２
）。

　

中
小
企
業
の
皆
様
は
、
取
引
先
金
融

機
関
や
私
ど
も
に
、
経
営
課
題
や
そ
の
解

決
策
な
ど
に
つ
い
て
積
極
的
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
無
料
、
守
秘
義
務
厳
守

で
す
の
で
、
お
電
話
に
て
ご
予
約
の
う
え
、

ご
来
会
く
だ
さ
い
。

れ
ま
で
多
く
の
中
小
企
業
が
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
き
た
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

で
す
が
、
い
よ
い
よ
最
終
期
限（
平
成
25
年
３
月
末
）が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
最
終
期

限
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
政
治
や
行
政
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
中

小
企
業
経
営
者
は
ど
の
よ
う
に
対
策
を
行
え
ば
い
い
の
か
、
栃
木
県
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議

会（
以
下「
県
再
生
支
援
協
議
会
」）統
括
責
任
者
の
嶺
康
夫
氏
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の

最
終
期
限
と
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

中
小
企
業
が
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と

10
社
に
１
社
が
円
滑
化
法
を
活
用
？

最
終
延
長
で
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

再
生
支
援
協
議
会
の
活
動
状
況

問合せ／ 栃木県中小企業再生支援協議会　☎610-4110 宇都宮商工会議所  経営支援部　☎637-3131

中小企業金融円滑化法の出口戦略について
 栃木県中小企業再生支援協議会

統括責任者  嶺   康夫 氏

Qいよいよ最終期限の
「中小企業金融円滑化法」
企業はどう対応すれば？

特集 2

中小企業金融
円滑化法

特
集
2

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

い
よ
い
よ
最
終
期
限
の「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
」、企
業
は
ど
う
対
応
す
れ
ば
？


